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竹林の風

インフルエンザは、感染した人

の咳、くしゃみ、つばなどと一緒

に放出されたウイルスを吸い込む

ことで感染します。

感染の目安は２ｍです。
（２ｍ以上離れている場合は感染

するリスクが低下すると言われて

います。）

扶養手当該当の親族がアルバイトやパート勤務をすることにより、認定基準の「年間収入１３０万

円」を超えてしまうことがあります。税金、その他の手当等にも波及してきますのでご注意下さい。毎

月の収入が一定しない場合は、異なった算定方法を用いる場合もあります。

扶養手当の「年間収入」とは「将来１年間の収入」を指します。

＜例えば…＞

○ １～６月が５万円/月
○ ７～１２月が１１万円/月
この場合、７月～翌年６月の収入は１１万円×１２月＝１３２万円と推定され、 7 月から

扶養手当が非該当となります。

※ 学生アルバイトにより２０万円近く返納するケースもありました。

勤務先が発行した支給明細書は必ず確認のうえ保管し、不明な点は学校の事務担当者を経由し

て教育事務所総務課までご相談ください。
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１～１２月の合計収入が９６万円

予防の基本は「手洗い」「咳エチケット」です

① バランスのよい食事で

栄養を取る。

② 十分な休養・睡眠を取る。

③ 日ごろから適度な運動を

行う。

<手洗い>

ウイルスは、手から直接感染するのではな

く、手についたウイルスが口や鼻に触れること

で感染します。外出から帰った後、その都度

手洗いを実施しましょう。

手洗いは、流水と石鹸を用いて１５秒

以上行うことが望ましく、洗った後は水
分を十分に拭き取りましょう。

<咳エチケット>

咳やくしゃみの際にはティッシュなどで口と

鼻を被い、他の人から顔をそむけ、できる限り

２ｍ以上離れましょう。鼻汁などを含んだティ

ッシュは、すぐにゴミ箱に捨ましょう。

また、咳などがでる場合は、積極的にマ

スクを着用しましょう。

【不織布製のマスクは一定の予防

効果があります。】



Ｑ：どうして教員免許更新制は導入されたのですか？

Ａ：教員免許状は、免許状を有する者の資質や能力を一定水準以上に確保し、公証することを

目的としています。そのため、免許状取得後も社会の状況や学校が抱える課題、子どもの変化

に対応し、その時々で教員として求められる最新の知識・技能、資質能力を保持していかなくて

はならないからです。

Ｑ：どのように更新作業を進めればよいのでしょうか？

Ａ：下図のとおりです。（まず、１．２．３．の期間及び期限を確認してください。）

今年度更新講習を受講された方は、早めの修了確認申請をお願いいたします。また、延期や受講

免除申請がまだの方も、早めの申請をお願いいたします。

Ｑ：受講漏れや教員免許状の失効が心配なのですが…。

Ａ：免許管理者としましては、皆様のお手元に届いている（黄色の）リーフレットを配布したり、年

に数回通知をしたりすることにより、受講漏れや失効防止に努めてまいります。

受講の手続き等については「個人で行う」ことになるため十分ご注意ください。

管内では学校支援ボランティアの方々の活躍や、放課後や週末の子どもたちと地域の方々との交

流・体験活動等を通して子どもと大人、子ども同士、大人同士のネットワークが生まれていま
す。県教委では、これらを「ふれあい学習」として地域での活動づくりや組織づくりを推進し、
子どもたちの豊かな心をはぐくむとともに、地域の教育力の向上に努めています。
宇都宮市教委では、地域教育活動支援補助事業「生活リズム向上キャンプ」を各地域からの申請

方式により展開しています。テントでの宿泊体験や、火

おこしからの野外炊飯などを、子ども会育成会やＰＴＡ、

自治会、地域協議会、学校等が協力・連携しながら実施

しています。今年度は特に、食事づくりやラジオ体操な

どを通し、生活のリズムづくりに力を入れています。

教育事務所ふれあい学習課では、このような活動が

いろいろな地域で展開されるよう、地域での「ふれあい

学習」の先進事例紹介や活動づくりのお手
伝い等の出前を行っておりますので、いつでもお気
軽にご相談ください。 【陽光小学校でのキャンプ～まずは火おこしから～】

（ふれあい学習課 TEL 028-626-3183 ）

更新講習修了確認等の申請について（栃木県教育委員会） http://www.pref.tochigi.lg.jp/education/kyouikuzenpan/kyoushokuin/syuuryou.html

2.講習修了確認申請期限 ３.修了確認期限

１.受講期間：２年間 ２ヶ月

①受講手続き → ②受講 → ③更新講習修了確認申請

＊受講期間中、できるだけ最初の１年で①②③を！

遅れると失効

（＊教員免許状の失効は、失職を意味します。）

� 本紙についてのご意見ご感想をお待ちしております： E-Mail kawachi-kyouiku@pref.tochigi.lg.jp


